
昭
和
二
十
八
年
建
設
省
令
第
二
十
三
号

北
海
道
防
寒
住
宅
建
設
等
促
進
法
施
行
規
則

北
海
道
防
寒
住
宅
建
設
等
促
進
法
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
六
十
四
号
）
第
五
条
第
一
項
及
び
第
十
条
第
一
項
の

規
定
に
基
き
、
及
び
同
法
を
実
施
す
る
た
め
、
北
海
道
防
寒
住
宅
建
設
等
促
進
法
施
行
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め

る
。

（
補
助
金
交
付
申
請
書
）

第
一
条
　
北
海
道
防
寒
住
宅
建
設
等
促
進
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
国
土
交
通

大
臣
に
提
出
す
べ
き
補
助
金
交
付
申
請
書
、
事
業
計
画
書
及
び
経
費
見
積
書
の
様
式
は
、
そ
れ
ぞ
れ
別
記
第
一
号

様
式
、
第
二
号
様
式
及
び
第
三
号
様
式
と
す
る
。

（
補
助
金
の
交
付
申
請
の
手
続
）

第
二
条
　
前
条
の
補
助
金
交
付
申
請
書
は
、
当
該
年
度
の
前
年
度
の
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
提
出
す
る
も
の
と
す

る
。
但
し
、
特
別
の
事
由
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

附
　
則

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
元
年
三
月
二
七
日
建
設
省
令
第
三
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
一
月
三
一
日
建
設
省
令
第
一
〇
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
一
一
月
二
〇
日
建
設
省
令
第
四
一
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
内
閣
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
八
十
八
号
）
の
施
行
の
日
（
平
成
十

三
年
一
月
六
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
三
年
八
月
三
一
日
国
土
交
通
省
令
第
五
三
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
令
和
三
年
九
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
に
よ
る
用
紙
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取

り
繕
っ
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

別
記
第
一
号
様
式

別
記
第
二
号
様
式
（
イ
）

第
二
号
様
式
（イ）　
　
　
年
度
試
験
研
究
事
業
計
画
書

研

究

課

題

名

主
と
し
て
試
験
研
究
に

氏

名

所
属
機
関

最
終
学
歴
及
び
卒
業
年

専

攻

科

目

従
事
す
る
者
の
氏
名
、

所
属
機
関
、
学
歴
及
び

専
攻
科
目

研

究

目

的

基
礎
と
な
る
理
論
と
現

在
ま
で
の
研
究
状
況
の

概
要

研
究
実
施
計
画
と
そ
の

方
法

試

験

研

究

効

果

試
験
研
究
に
必
要
な
施

設
及
び
設
備
の
整
備

（
記
入
上
の
注
意
）
試
験
研
究
が
二
以
上
の
年
度
に
ま
た
が
つ
て
計
画
さ
れ
る
場
合
は
、「
研
究
実
施
計
画
と
そ

の
方
法
」
欄
に
、
次
年
度
以
後
に
係
る
分
を
含
む
全
体
計
画
の
概
要
を
付
記
す
る
こ
と
。

1



別
記
第
二
号
様
式
（
ロ
）

配

布

展

示

配

布

展

示

第
二
号
様
式

（ロ）　
　
　
　
年
度
普
及
事
業
計
画
書

事

業

の

種

類

事
業
実
施
に
よ
る
効
果

各
事
業
に
関
す
る
具
体
的
計
画

巡
回
指
導

(1)
指
導
事
項

時

期

場

所

担
当
者
氏
名

指
導
方
法

備

考

資
料
の
展
示
又
は
出
版
物
の
配
布

(2)
種

類

名

称

内
容
の
概
要

部

数

時
期

先

備

考

講
習
会

(3)
講
習
科
目

時
期

場

所

講

師

備

考

氏

名

勤

務

先

何
何

(4)

普
及
事
業
に
必
要
な
施
設

及
び
設
備
の
整
備

（
記
入
上
の
注
意
）
各
事
業
に
関
す
る
具
体
的
計
画
の
う
ち
、

、

及
び

以
外
の
普
及
事
業
に
関
し
て

(1)

(2)

(3)

は
、

以
下
に

、

及
び

に
準
じ
て
記
載
す
る
こ
と
。

(4)

(1)

(2)

(3)

勤
務
先
及

び
役
職

こ
の
事
業
を
必
要
と
す

る
理
由

時

間

数

受

講

者

数

受
講
者

の
範
囲

別
記
第
二
号
様
式
（
ハ
）

勤
務
先
と
そ
の
役

職

養

成

研

修

養

成

研

修

養

成

研

修

第
二
号
様
式

（ハ）　
　
　
　
年
度
技
術
者(

技
能
者)

の
養
成
事
業
計
画
書

研
修

を
必
要
と
す
る
理

由
と
そ
の
目
的

開

催

期

日

　
　
年

月

日
よ
り

　
　
月

日
ま
で

開

催

場

所

を
受
け
る
者
の
範

囲
と
そ
の
選
考
方
法

事
業
に
関
す
る
具
体
的
計
画

科

目

時
間
数

担

当

講

師

名

に
必
要
な
施
設
及

び
設
備
の
整
備

最
終
学
歴
及
び
卒

業
年

2



別
記
第
三
号
様
式第 三 号 様 式

試 験 研 究

　　　　　年 度 普 及 事 業 に 関 す る 経 費 見 積 書

技 術 者 （ 技 能 者 ） の 養 成 又 は 研 修

収 入 の 部

経費総額（又 経 費 の 負 担 内 訳 （ 円 ）
前 年 度 経

事 業 名 は経費見積総 費 総 額 増 減 備 考

額 ） 国 道 市 町 村 そ の 他

試 験 研 究 事 業

＿ ＿ ＿ ＿

＿ ＿ ＿ ＿

＿ ＿ ＿ ＿

普 及 事 業

＿ ＿ ＿ ＿

＿ ＿ ＿ ＿

技術者（技能者）の養成又

は研修事業

＿ ＿ ＿ ＿

＿ ＿ ＿ ＿

計

支 出 の 部

事 業 名 科 目
経費総額（又は

前 年 度 経 費 総 額 備 考
経費見積総額）

試 験 研 究 事 業

＿ ＿ ＿ ＿

＿ ＿ ＿ ＿

普 及 事 業

＿ ＿ ＿ ＿

＿ ＿ ＿ ＿

技術者（技能者）の養成又

は研修事業

＿ ＿ ＿ ＿

＿ ＿ ＿ ＿

＿ ＿ ＿ ＿

＿ ＿ ＿ ＿

計

（ 記 入 上 の 注 意 ）

⑴ 事 業 名 欄 は 、 法 第 四 条 各 号 ご と の 区 分 に 従 い 記 入 し 、 同 条 第 一 号 の 事 業 に つ い て は 研 究 課 題 別 に 、

同 条 第 二 号 及 び 第 三 号 の 事 業 に つ い て は 、 巡 回 指 導 、 資 料 の 展 示 等 に 細 分 し て 記 入 す る こ と 。

⑵ 支 出 の 部 の 備 考 欄 に は 、 経 費 総 額 （ 又 は 経 費 見 積 総 額 ） の 積 算 基 礎 等 を 記 入 す る こ と 。
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